
米本　隆記  議員

危機管理は大丈夫か？

防災計画で対応できる町長

【
米
本
】
組
織
運
営
の
中

で
、
特
に
法
に
も
と
づ
き

業
務
を
遂
行
す
る
自
治
体

に
と
っ
て
、
法
令
順
守
は

大
切
な
要
素
の
一
つ
だ
と

思
う
。

　
町
長
、
教
育
委
員
長
は

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
職

員
を
指
導
し
て
い
る
か
。

【
町
長
】
地
方
公
務
員

法
に
よ
っ
て
法
令
、
条
例
、

規
則
な
ど
に
従
い
、
か
つ

上
司
の
命
令
に
従
う
こ
と

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

町
職
員
服
務
規
程
で
は
、

服
務
の
原
則
、
綱
紀
の
保

持
な
ど
を
定
め
、
町
民
全

体
の
奉
仕
者
で
あ
る
こ
と

の
自
覚
な
ど
、
職
員
と
し

て
守
る
こ
と
を
定
め
て
い

る
。

　

法
令
順
守
は
普
段
か
ら

法
令
順
守
は
大
丈
夫
か
？

町長

服
務
規
程
を
定
め
て
い
る

職員は町民全体の奉仕者

【
米
本
】
い
ま
、
日
本
国

中
何
が
起
こ
る
か
分
か
ら

ず
、
南
海
沖
地
震
も
近
い

将
来
起
こ
る
と
も
予
想
さ

れ
て
い
る
。

　
近
年
増
加
し
て
い
る
豪

雨
災
害
な
ど
住
民
の
生

命
・
財
産
を
脅
か
す
こ
と

も
数
多
く
発
生
し
て
い
る

が
、
本
町
の
対
応
は
ど
う

な
っ
て
い
る
か
。

【
町
長
】
大
山
町
防
災
計

画
を
策
定
し
、
対
応
を
定

め
て
い
る
。
災
害
時
に
も

最
低
限
の
業
務
を
行
う
必

要
が
あ
る
た
め
、
県
と
連

携
し
、
業
務
継
続
計
画
を

策
定
し
て
い
る
。

　

災
害
が
起
こっ
た
場
合
に

備
え
、
県
や
市
町
村
、
民

間
事
業
者
な
ど
と
応
援
協

定
を
結
び
、
食
料
品
な
ど

の
確
保
や
燃
料
の
供
給
が

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

【
米
本
】
町
長
が
不
在
時

の
対
応
は
ど
う
な
る
か
。

【
町
長
】
災
害
本
部
の
設

置
な
ど
の
権
限
は
、
１
番

目
が
副
町
長
、
２
番
目
が

総
務
課
長
、
３
番
目
が

そ
の
場
の
最
高
責
任
者
に

な
って
い
る
。

防災訓練の様子（御来屋地区）

の
心
構
え
が
大
切
だ
と
考

え
る
。

【
教
育
委
員
長
】
町
長
部

局
と
同
じ
く
、
職
員
の
意

識
を
高
め
る
よ
う
指
導
し

て
い
る
。
関
係
す
る
各
所

属
長
で「
六
長
合
同
会
議
」

を
開
催
し
、
情
報
の
共
有

や
事
例
を
も
と
に
職
員
の

指
導
を
し
て
い
る
。
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